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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 165条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、2026 年１月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第 165 条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたし

ましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 自己株式の取得を行う理由 

株主還元の充実および資本効率の向上を図るため 

 

２． 取得に係る事項の内容 

(１) 取得する株式の種類       普通株式 

(２) 取得する株式の総数       40万株（上限） 

               （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.6％） 

(３) 株式の取得価額の総額      ３億円（上限） 

(４) 取得期間            2026年１月 14日から 2026年７月 31日まで 

(５) 取得方法            東京証券取引所における市場買付 

                （証券会社による取引一任方式）   

 

（ご参考１）2025年 12月 31日時点の自己株式の保有状況 

  発行済株式総数（自己株式を除く）  7,298,200株 

  自己株式数              237,200株 

※ 自己株式数には 2021 年 6 月 18 日から本日までの単元未満株式の買取請求により取得した自己株式

は含んでおりません。 

 

（ご参考２）株主還元方針（2023年 11月 15日公表） 

当社は、長期的視野に立った安定的な成果配分を継続していくために、財務基盤の強化を前提として、株

主還元における基本方針を配当と自己株式の取得を含めた総還元性向といたします。総還元性向の目標値

を当期純利益に対する 30％とし、残りの 70％は成長投資に振り分けます。（ただし、大規模な資金需要

が発生した場合にはこの限りではありません。）配当と自己株式の取得の比率につきましては、市場環境

等に基づき都度決定いたします。 

以 上 


